
通 関 業 務 料 金 表 

平成２９年１０月８日現在 （単位：円） 

通 関  業  務 の 種 類 単 位 料   金 

① 輸 出 （ 積 戻 し ） 申 告 1   件 ５，９００ 

少 額 貨 物 簡 易 通 関 扱 〃 ４，２００ 

② 輸入申告

申 告 納 税 （ 予 備 申 告 を 含 む 。 ） 〃 １１，８００ 

少 額 貨 物 簡 易 通 関 扱 〃 ８，６００ 

賦 課 課 税 〃 １０，５００ 

少 額 貨 物 簡 易 通 関 扱 〃 ７，８００ 

保税蔵置場蔵出・総合保税地域総保出（加工又 

は製造若しくは展示されたものを除く。） 
〃 ７，０００ 

少 額 貨 物 簡 易 通 関 扱 〃 ５，１００ 

③ 保 税 蔵 置 場 蔵 入 申 請 〃 ７，０００ 

④ 保 税 工 場 移 入 申 請 〃 ７，０００ 

⑤ 保 税 展 示 場 蔵 置 等 承 認 申 請 〃 ７，０００ 

⑥ 総 合 保 税 地 域 総 保 入 申 請 〃 ７，０００ 

⑦ 輸 入 許 可 前 貨 物 引 取 申 請 〃 ５，１００ 

⑧ 外 国 貨 物 船 （ 機 ） 用 品 積 込 申 告 〃 ５，１００ 

⑨ 外 国 貨 物 運 送 申 告 〃 ５，１００ 

⑩そ の 他 の 手 続 〃 別途協議 

（注）表に掲げる料金によらず、貨物の特性、取扱規模、検査等の有無及び手続に要する事務量等の事情により、割増料

金又は割引料金を適用する場合があります。 

（備考） 

(1)保税工場移出輸入申告及び総合保税地域総保出輸入申告（加

工又は製造若しくは展示又は使用されたものに限る。）につ

いては、申告納税、賦課課税の各区分により②の輸入申告の

料金を適用します。

(2)通関手帳（ＡＴＡカルネ）による輸入申告又は輸出申告は、

少額貨物簡易通関扱の料金を適用します。

(3)積卸コンテナー一覧表の提出は、①輸出（積戻し）申告及び

②輸入申告の料金は適用せず、別途協議のうえ決定します。

(4)輸出（積戻し）申告書又は外国貨物船（機）用品積込申告書

をもって運送申告書を兼用するときは、協議によって別に定

めを設けた場合を除いて、運送申告として⑨の運送申告の取

扱料金は適用しません。

(5)輸出（積戻し）申告及び輸入申告（輸入申告には、蔵入申請、

蔵出申告、移入申請、移出申告、総保入申請、総保出申告及

び輸入許可前貨物引取承認申請を含む。）において、1 申告

が複数の欄からなる場合の通関業務の料金表中「単位」欄は

次のとおり適用します。

イ 輸出（積戻し）申告の場合、3 欄までの申告を 1 件と

みなし、3 欄を超える申告については、1 件にその超え

る欄数 5 欄までごとに 1 件とみなして加算した件数と

します。

ロ 輸入申告の場合、2 欄までの申告を 1 件とみなし、2 欄

を超える申告については、1 件にその超える欄数 4 欄

までごとに 1 件とみなして加算した件数とします。

(6)用紙代等、通関手続に要した通常の経費は料金に含まれるも

のとしますが、特別の費用を要した場合については、その実

費を別に請求します。

(7)次に掲げる手続の料金は、⑩のその他の手続として、別途協

議のうえ決定します。

イ 輸入貨物の評価に関する申告（但し、包括評価申告に

限る）

ロ 特例申告（特例申告貨物の輸入申告について併せて代

理の依頼を受けた場合を除く）

ハ 特例輸入者の承認の申請

ニ 特定輸出者の承認の申請

ホ 修正申告（輸入の許可後に行うものに限る。）

ヘ 更正の請求（輸入の許可後に行うものに限る。）

ト 特例申告貨物の輸入申告（当該特例申告貨物に係る特

例申告について併せて代理の依頼を受けている場合を

除く。）

チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定によ

り輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請

リ その他の申告・申請又は届

ヌ 諸申告又は許可承認書写作成


